












要約 

 昭和 54 年度から全県下におよぶ乳児運動発達健診を開始した。本報告はその55 年度分

についてまとめたものである。将来には福祉(民生),医療(療育),教育をタテではなくヨコ

につなぎ,障害児を中心におくリング(環)で結ぶシステムが望ましい。そのような要件もふ

まえた上で,母子衛生の分野においても,老人保健法のような予防,治療,リハビリティーシ

ョンに到る一貫した考え方の立法を要すると考える。 


